
の
高
齢
者
数
に
対
し
、
１
人
当
た

り
１
千
円
の
補
助
単
価
で
予
算
計

上
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
単
価
を

見
直
し
、
１
人
当
た
り
８
０
０
円

の
補
助
単
価
で
積
算
し
た
こ
と
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。

○
紙
お
む
つ
給
付
事
業

　
　

給
付
対
象
者
は
介
護
保
険
事

業
費
特
別
会
計
に
お
け
る
給
付
の

対
象
外
の
方
と
い
う
説
明
が
あ
っ

た
が
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

　
　

平
成
27
年
度
か
ら
の
第
６
期

介
護
保
険
事
業
計
画
に
お
い
て
、

紙
お
む
つ
な
ど
の
介
護
用
品
の
支

給
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
事
業

の
対
象
外
と
す
る
旨
の
国
の
方
針

が
示
さ
れ
た
が
、
本
市
に
お
い
て

は
、
国
に
よ
る
激
変
緩
和
、
経
過

措
置
の
要
件
の
も
と
で
、
現
在
ま

で
給
付
を
継
続
し
て
き
た
。
令
和

３
年
度
か
ら
の
第
８
期
事
業
計
画

で
は
、
本
人
課
税
の
新
規
・
既
存

利
用
者
を
給
付
対
象
外
と
し
、
本

人
非
課
税
、
世
帯
員
課
税
の
新
規
・

既
存
利
用
者
は
、
年
間
６
万
円
の

支
給
上
限
を
設
け
る
と
い
う
支
給

要
件
が
国
か
ら
示
さ
れ
た
が
、
こ

の
介
護
保
険
事
業
費
特
別
会
計
の

対
象
外
と
な
る
給
付
に
つ
い
て
も
、

一
般
会
計
予
算
で
措
置
し
、
本
給

付
事
業
を
継
続
す
る
こ
と
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

接
種
率
90
％
の
指
標
を
掲
げ
て
い

る
が
、
本
市
の
今
年
度
の
接
種
者

は
何
人
だ
っ
た
の
か
。

　
　

令
和
２
年
８
月
に
対
象
者
で

あ
る
小
学
校
６
年
か
ら
高
校
１
年

相
当
の
子
ど
も
の
う
ち
、
高
校
１

年
相
当
の
保
護
者
に
対
し
、
予
防

接
種
の
案
内
通
知
及
び
厚
生
労
働

省
が
発
行
す
る
啓
発
用
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
３
月

４
日
現
在
で
延
べ
34
人
の
接
種
が

あ
っ
た
。
令
和
元
年
度
は
１
人
、

平
成
30
年
度
は
３
人
と
い
う
数
に

比
べ
、
接
種
者
が
増
え
、
案
内
通

知
の
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
今
後
も
積
極
的
に
周
知
に

努
め
て
い
き
た
い
。

○
敬
老
会
事
業
補
助
金

　
　

昨
年
度
に
比
べ
、
２
０
０
万

円
以
上
の
減
額
と
な
っ
て
い
る
が
、

対
象
の
高
齢
者
数
が
減
っ
た
の
か
。

　
　

減
額
の
主
な
要
因
は
、
こ
れ

ま
で
補
助
対
象
と
な
る
75
歳
以
上

○
行
田
市
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

運
営
推
進
会
議
や
サ
ー
ビ
ス

担
当
者
会
議
な
ど
で
テ
レ
ビ
電
話

装
置
等
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
が
、
設
置
条
件
は
あ

る
の
か
、
ま
た
、
設
置
の
可
否
は

ど
こ
で
判
断
す
る
の
か
。

　
　

設
置
条
件
や
設
置
の
可
否
に

つ
い
て
は
、
市
の
判
断
で
は
な
く
、

事
業
者
に
お
い
て
感
染
症
防
止
対

策
等
に
有
効
で
あ
る
と
い
う
判
断

で
活
用
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
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事
業
費
特
別
会
計
予
算

　
　

楽
ら
く
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ

事
業
の
開
催
場
所
で
あ
る
体
育
施

設
と
は
、
ど
こ
を
想
定
し
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
謝
金
は
誰
に
対
し

支
払
う
の
か
。

　
　

体
育
施
設
は
、
門
井
球
場
、

富
士
見
公
園
野
球
場
、
総
合
公
園

第
２
自
由
広
場
、
下
須
戸
運
動
場

の
４
箇
所
を
想
定
し
て
い
る
。
ま

た
、
謝
金
は
行
田
市
グ
ラ
ウ
ン
ド

ゴ
ル
フ
協
会
に
対
し
、
グ
ラ
ウ
ン

ド
ゴ
ル
フ
未
経
験
の
市
民
へ
の
指

導
を
依
頼
で
き
る
よ
う
１
回
当
た

り
５
千
円
、
計
10
回
分
を
予
算
措

置
し
て
い
る
。
未
経
験
者
に
対
す

る
指
導
を
行
う
機
会
が
あ
る
か
不

特
定
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
イ
ベ

ン
ト
開
催
な
ど
も
含
め
、
行
田
市

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
協
会
の
協
力

を
得
な
が
ら
進
め
て
い
き
た
い
。

○
令
和
３
年
度
行
田
市
一
般
会
計

予
算

○
感
染
症
予
防
事
業

　
　

ヒ
ト
パ
ピ
ロ
ー
マ
ウ
イ
ル
ス

の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
Ｗ
Ｈ

Ｏ
が
２
０
３
０
年
ま
で
に
世
界
の

た
だ
し
、
会
議
の
参
加
者
全
て
が

事
業
所
の
備
え
付
け
機
器
等
の
通

信
機
器
を
使
用
で
き
る
こ
と
、
さ

ら
に
利
用
者
及
び
そ
の
家
族
が
参

加
す
る
場
合
は
、
利
用
者
等
の
同

意
が
得
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が

使
用
条
件
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、

テ
レ
ビ
電
話
装
置
等
で
は
、
利
用

者
の
状
態
把
握
が
難
し
い
場
合
や

利
用
者
が
通
信
機
器
を
持
っ
て
い

な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
テ
レ

ビ
電
話
装
置
等
が
使
用
で
き
な
い

ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
る
。

○
令
和
３
年
度
行
田
市
国
民
健
康

保
険
事
業
費
特
別
会
計
予
算

　
　

特
定
健
診
の
受
診
率
と
目
標

値
は
。

　
　

令
和
元
年
度
の
受
診
率
は
37

・
１
％
で
あ
り
、
年
々
受
診
率
は

上
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
県
平
均

よ
り
も
低
い
状
況
で
あ
る
。
目
標

値
に
つ
い
て
は
、
行
田
市
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
計
画
に
定
め
て
お
り
、
各

年
度
の
受
診
率
を
前
年
度
よ
り
４

ポ
イ
ン
ト
上
げ
る
こ
と
を
目
標
と

し
て
い
る
。

○
令
和
３
年
度
行
田
市
介
護
保
険

健
康
福
祉
常
任
委
員
会
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可
決

１
請
願　

採
択

各
種
の
福
祉
施
策
や
子
育
て
支
援
、
高
齢
者

支
援
、
健
康
づ
く
り
、
消
防
に
関
す
る
こ
と

な
ど
の
議
案
等
を
審
査
し
て
い
ま
す
。

答

答

答

問

問

問

問

問

答

答

答 問

審査風景




